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◎はじめに 

 本市は、市内外の企業の立地需要に対応し、地域経済の活性化、安定的な成長を図るた

め、新たな産業用地の創出が必要となっている。 

このため本市施政方針において新たな財源確保につながる積極的な企業立地に取り組む

方針を示し、上位計画において、企業立地の促進とそのための土地利用の方針等を位置付

たことに伴い、戦略的かつ計画的に企業立地を促進するため「栗東市企業立地推進計画」

を策定した。 

 本市の市街化区域の工業系用途地域においては、大規模な空閑地は存在しないことか

ら、当該計画では、本市の強みである広域幹線道路ネットワークを最大限に活かした企業

立地を進め、民間事業者のノウハウや資金等を活かした工業用地の整備を進める方針の

下、市街化調整区域において工業用地として開発可能性のある土地の抽出、絞り込みを行

ったところである。 

当ガイドラインについては、絞り込みを行った開発可能性のある土地において、地元の

合意を得て、工場用地の確保に向けた手続きを行う際、周辺環境との調和と企業が円滑に

操業できる環境整備を両立させる地区計画を策定するにあたっての指針を示すものであ

る。 

 

◎当該ガイドラインの適用範囲 

 当ガイドラインは、都市計画マスタープラン等の上位計画及びそれを補完する企業立地

推進計画に基づき行われる、栗東市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準（令

和６年６月１８日施行）第５条第４号に規定する計画整備型の地区計画（案）に対して適

用する。 
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１．基本方針 

 栗東市企業立地推進計画に基づく計画整備型地区計画の運用については、栗東市市街

化調整区域における地区計画制度の運用基準（令和６年６月１８日施行）に基づいて行

うとともに、当該地区計画が次に掲げる基本方針に該当するものでなければならない。 

（１）栗東市都市計画マスタープラン等上位計画並びに栗東市企業立地推進計画との整

合が図られていること。 

（２）地元全域のまちづくりを検討又は計画する地元組織による、地元全域のまちづく

りの方針等との整合が図られていること。 

（３）市街化を抑制すべき市街化調整区域の性格を逸脱しない範囲で定められ、当該都

市計画区域における計画的な市街化に支障がないこと。 

（４）一建築物の建築あるいは一敷地の開発を可能とするための便宜的手法として活用

されるものでないこと。 

（５）地区計画の対象となる区域は、対象区域の周辺において円滑な交通を維持できる

道路、十分な流下能力を有する水路又は河川並びに上水道施設等の公共公益施設が

良好な工場等の操業を行うに足りる水準で整備されており、新たな行政投資を行う

必要がないこと。 

（６）地区計画により工場等の立地が促進され、周辺地域の新規雇用が期待されるもの

であること。 

  

 

２．基本的事項 

（１）対象となる区域 

  対象となる区域は、次のいずれにも該当する土地の区域である。 

 

ア）栗東市企業立地推進計画第４章２．（１）及び（２）に基づく土地として次の

いずれにも該当するもの 

    ①市街化調整区域の１．０ｈａ以上の空閑地（農地、山林、低未利用地） 

      ②総合計画、都市計画マスタープランで工業系用途以外の具体的な土地利用

方針が示されている区域以外の土地の区域 

      ③土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区

域以外の土地の区域 

    ④幅員９．０ｍ以上の国道、県道、市道に接している土地の区域 

      ⑤森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項、第２５条の２第１
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項に規定する保安林以外の土地の区域 

      ⑥農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２

項第１号に規定する農用地区域以外の土地の区域 

 

   イ）栗東市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準第４条の規定により次

に掲げる区域又は地域を含まない土地の区域 

      ①自然公園法（昭和３２年法律第１６号）第１３条第１項に規定する特別地

域 

②滋賀県立自然公園条例（昭和４０年滋賀県条例第３０号）第５条１項に規

定する滋賀県立自然公園 

③文化財保護法（昭和２５年法律２１４号）第１０９条、第１１０条に規定

する史跡名勝天然記念物に指定又は仮指定された区域 

④農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２

項第１号に規定する農用地区域 

⑤農地法（昭和２７年法律第２２９号）による農地転用が許可されないと見

込まれる農用地 

⑥森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項、第２５条の２第１

項、第４１条第１項に規定する保安林又は保安施設地区 

⑦砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する砂防指定地 

⑧地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定する地

すべり防止区域 

⑨急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７

号）第３条１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

⑩土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 

１２年法律第５７号）第６条第１項に規定する土砂災害警戒区域 

⑪鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第

２８条第１項に規定する鳥獣保護区 

⑫都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第８条第１項第２号ロか

らニまでに掲げる土地の区域 

 

    ウ）その他工業系の市街地形成が望ましくない次に掲げる区域又は地域を含まな

い土地の区域 

      ①都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第７号に規定する風

致地区及び風致地区から１００ｍ以内の土地の区域 

      ②学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園、小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに児童福祉法
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（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する児童福祉施設（以下

「学校等」という。）の敷地境界線から３００ｍ以内の土地の区域（山部や

高速道路等の高架構造体により実質的に分断されている場合は、これ以降

の土地は除く。）ただし、地区計画案が学校等における現状の騒音、振動、

臭気及び大気の状態に影響を与えないよう計画され、かつ、学校等関係部局

と協議を行い、教育・保育環境に配慮されている場合はこの限りでない。 

      ③小学校の通学路（小学校の敷地境界線から５００ｍ以内に限る）に接する土

地の区域。ただし、地区計画案が通学路に対する車両の出入りを制限する場

合又は公安委員会及び道路管理者と協議し、通学路と車両の出入り部分に

ついて交通安全対策を講じたものであり、かつ、学校等関係部局と協議を行

い、交通安全上に配慮されている場合はこの限りでない。 

      ④既成市街地を介して市街化区域との連坦性を確保できない土地の区域 

      ⑤近接する主要幹線道路の混雑度が１．５以上かつ鉄道駅から概ね１．０ｋｍ

圏外の土地の区域 

       

 （２）区域の設定 

   ア）地区計画の区域の設定は、原則として道路、水路等の公共用地の地形、地物等に

より土地の範囲を明示するのに適当なものによりできる限り整形となるように

定めるものとする。 

   イ）地区計画の区域の面積は、１．０ｈａ以上とする。 

 

（３）地域の合意形成 

   ア）地区計画の原案を作成するための案（以下「地区計画の素案」という。）は、区

域内の土地の所有者又は土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又

は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれ

らの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記

又はその土地に関する買い戻し特約の登記の名義人（以下、「利害関係人」という。）

の合意形成の下に作成すること。 

（注）賃借権には、農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条第１項に規定する賃借権も

含まれることに留意するとともに、農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５

年法律第１０１号）第２条第５項に規定する農地中間管理権若しくは農業経営基盤

強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第４条第３項第１号に規定する利用権等につ

いても十分確認を行い、これらの権利者との合意を得ること。 

   イ）地区計画の素案の作成及びこれに伴い必要となる協議は、利害関係人を構成員に

含むまちづくり協議会（以下「地元組織」という。）が行うこと。 

   ウ）地区計画の素案の作成にあたっては、検討の段階から当該地区、周辺住民及び周
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辺学校等関係者の参加の機会を設け、説明会等を実施し、住民及び周辺学校等関係

者の意見を地区計画に反映させるよう努めるものとする。 

（注）周辺学校等関係者とは、学校等が指定する者とする。 

   エ）地元組織は、当該地区計画区域の利害関係人全員の同意を得るものとする。ただ

し、これに寄り難い場合に限り、地区計画の素案の内容に対して反対の意思を表示

する利害関係人がいないことの確認をもって代えることができる。 

 

 

３．地区計画の内容 

（１）地区計画に定める事項 

   地区計画は、都市計画法第１２条の５第２項の規定により、名称、位置、区域及び

区域の面積、当該区域の整備、開発及び保全の方針（以下「地区計画の方針」という。）

並びに地区整備計画を都市計画に定めるものとする。 

 

 （２）地区計画の方針 

   ア）地区計画の方針は、当該地区のまちづくりの基本的方向を示す総合的な指針とし

て、次に掲げる事項について定めるものとする。 

① 地区計画の目標 

② 土地利用の方針 

③ 地区施設の整備方針 

④ 建築物等の整備方針 

⑤ ①～④に掲げる事項のほか、当該区域の整備、開発及び保全に関する方針 

イ）地区計画の方針は、その周辺における市街化を促進することがない等、市街化調

整区域の性格及び当該地区の特性を踏まえ、自然環境の保全、ゆとりある良好な

市街地環境の維持及び形成、周辺の景観、営農条件との調和、地域の活性化等に

ついて、必要な事項を明らかにするものとする。 

 

 （３）地区整備計画 

ア）地区整備計画は、地区計画の方針に基づき、地区計画の目的を達成するために、

当該地区の特性に応じた必要な事項について定めるものとする。 

イ）地区整備計画には、街区ごとに別表に定める設定条件に従い用途地区を設定し、

地区施設に関する事項、並びに各用途地区に別表に定める範囲内で、建築物等に関

する事項を定めるものとする。 
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４．周辺への説明等 

 周辺への地区計画案の説明は、地区計画書に定める全ての事項について、可能な限り

具体的な企業の立地計画とともに説明を行うものとする。 

なお、企業の立地計画の説明にあたっては、業種・業態・騒音・振動の有無・運搬車

両・従業員車両の通行状況について説明を行い、具体的対策について協議し、地区計画

で対策が可能なものについては、地区計画への反映に努めるものとする。 

（１）隣接土地所有者への説明 

  地区計画区域は、原則として道路界・水路界等の地形・地物界により設定すること

が望ましいが、場合によっては筆界により設定する場合がある。その場合は、隣接土

地所有者とその境界を確定させた上、地区計画の内容を説明すること。 

 

（２）周辺住民への説明 

  周辺住民には、ガイドライン２．（３）ウ）に基づき、説明会等の実施や地元組織

への参画により、周辺住民の参加の機会を設け、住民の意見を地区計画に反映するよ

う努めるものとする。 

  なお、周辺住民が他自治会に渡る場合は、確実に説明や意見聴取が実施されるよ

う、他自治会の代表等とその説明等の方法について十分調整を図ること。 

 

（３）周辺学校等関係者への説明 

   周辺学校等関係者には、ガイドライン２．（３）ウ）に基づき、説明会等の実施や 

地元組織への参画により、周辺学校等関係者の参加の機会を設け、周辺学校等関係 

者の意見を地区計画に反映するよう努めるものとする。 

なお、学校等の周辺及び小学校の通学路であることを念頭に交通安全対策等につい

て十分協議すること。 

 

 

５．予備審査 

 （１）予備審査の実施 

   地区計画の素案の立案にあたっては、予めその素案の構想・概要を審査し、適正な

都市形成のための調整を行うため、できる限り早い段階で予備審査を受けること。 

   予備審査では、当ガイドライン「１．基本方針」、「２．基本的事項」に加え、関係

法令、市の各種計画、周辺土地利用状況との整合と影響を勘案して、その地区計画の

構想の可否を予備的かつ総合的に判断する。 
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 （２）予備審査願の提出 

   地区計画の素案の構想・概要が出来た段階で、遅滞なく「栗東市企業立地推進計画

に基づく計画整備型地区計画（案）の予備審査願」（様式第１号）（以下、「予備審査

願」という。）を次により、栗東市長に提出するものとする。（地元組織の立ち上げ段

階においては、現時点における地区計画の素案の構想者より提出することも可） 

   ア）添付資料  位置図（１／２５００～１／５０００）、地区計画（案）、土地利

用計画図 

   イ）提 出 先  栗東市企業立地推進課 

   ウ）提出部数  ８部 

   エ）提出受付  随時（市役所開庁日に限る） 

 

（３）予備審査後の対応 

   ア）通知 

予備審査願の提出後、市関係部署による予備審査を実施し、予備審査願の提出

者（以下、「願出者」という。）に対し、その審査内容を通知する。 

イ）通知への対応とその確認 

通知を受けた願出者は、適宜関係機関と調整協議の上、通知内容、当ガイドラ

イン、栗東市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準、栗東市市街化調

整区域における地区計画ガイドラインに則り、地区計画の素案を作成し、地区計

画案の申出を行うものとする。 

   ウ）計画変更に伴う予備審査願の再提出 

     願出者は、通知を受けた後、地区計画区域等の大幅な変更が生じる等、地区計

画の内容が、予備審査願との同一性を著しく欠く場合は、再度予備審査願を提出

し、審査を受けること。 

 

 （４）予備審査結果通知等の地位承継について 

    地区計画案の申出者と予備審査願出者が異なる場合は、地区計画案の申出書に

「予備審査結果通知等の地位承継届出書」（様式第２号）を添付すること。 

 

 

６．地区計画案の申し出 

  予備審査手続きを終えた後は、関係機関との協議及び関係住民等への説明・周知・調

整を行った上、「栗東市地区計画等の案の作成手続きに関する条例」、「栗東市市街化調

整区域における地区計画ガイドライン」に基づき、地区計画案の申し出を行うものとす

る。 
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※１）住宅等とは、既存の住宅（特別養護老人ホーム等含む）・病院（医療法第１条の５第１項）・診療所（医療法第１条の５第２項）・助産所（医療法第２条第１項）・図書館（図書館法第２条第１項）・博物館（博

物館法第２条第１項）・博物館に相当する施設（博物館法第２９条）を指す。 

※２）流通業務施設とは、流通業務市街地の整備に関する法律（昭和４１年法律第１１０号）第２条第１項に規定する流通業務施設を指す。 

※３）当該用途地区の類型の制限範囲において、各街区に上表のいずれかの地区を設定するものとする。なお、同類型で街区ごとに各種制限を追加・強化した地区を設定することができる。 

※４）用途地区名は類型の名称であり、地区計画においては、その地区に適した名称とすること。 

※５）周辺住民及び周辺学校等関係者と十分協議の上、周辺環境の状況を考慮して、工場の業種を選定すること。 

※６）日本標準産業分類は、統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準として定められたものを指し、日本標準産業分類大分類Ａ～Ｈとは、農業、農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂

利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業のことを指す。 

 

用途地区名 工業プラント流通業務地区  工業流通業務地区 準工業流通業務地区 
地区設定の条件 １． 当地区は住宅等の敷地から３００ｍ以上離れているこ

と。 
 

１．当地区は住宅等の敷地から１０ｍ以上離れていること。 
２．当地区から５０ｍの範囲に住宅が５０戸以上存在しないこと。 
３．住宅等の敷地から５０ｍの範囲に属する地区計画区域面

積が地区計画区域全体面積の１／２以下であること。  

１．当地区は住宅等の敷地から１０ｍ以上離れていること。 
 

道路の配置及び規模 原則として、９．０ｍ以上の幅員の道路を配置する。 
公園、緑地、広場そ
の他公共空地の配置
及び規模 

１．公園、緑地、広場については、「地区設定の条件」に定めた住宅等との離隔、都市計画法第３３条第１項第１０号及び省令第２３条の３の規定と整合を取りつつ、周辺環境を考慮して配
置すること。 

２．公園、緑地、調整池の規模は、都市計画法、森林法の許可基準と整合が取れていること。 
３．工業団地の乗入口付近に配置する緑地については、地被植物又は低木しか設置できないよう規制を行うこと。 

建築物等の用途の制
限 

建築することができる建築物又は建設することができる工作
物は、次に掲げるものとする。 
１．工場 
２．第一種特定工作物（都市計画法第４条第１１項） 
３．流通業務施設 
４．事務所（日本標準産業分類大分類Ａ～Ｈを営む事業所のも

のに限る。） 
５．倉庫（日本標準産業分類大分類Ａ～Ｈを営む事業所のもの

に限る。） 
６．前各項の建築物又は工作物に付属するもの 

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。 
 
１．工場 
２．流通業務施設 
３．事務所（日本標準産業分類大分類Ａ～Ｈを営む事業所のも

のに限る。） 
４．倉庫（日本標準産業分類大分類Ａ～Ｈを営む事業所のもの

に限る。） 
５．前各項の建築物に付属するもの 

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。ただ
し、建築基準法別表第２に定める準工業地域内に建築してはな
らない建築物を除く。 
１．工場 
２．流通業務施設 
３．事務所（日本標準産業分類大分類Ａ～Ｈを営む事業所のも

のに限る。） 
４．倉庫（日本標準産業分類大分類Ａ～Ｈを営む事業所のもの

に限る。） 
５．前各項の建築物に付属するもの 

建築物の容積率の最
高限度 

２００％ 

建築物の建ぺい率の
最高限度 

６０％ 

建築物の敷地面積の
最低限度 

１，０００㎡（事務所については２００㎡） 

壁面位置の制限 壁面の位置の制限は、都市計画法第３３条第１項第１０号及び省令第２３条の３の規定と整合を取りつつ、周辺環境を考慮して定める。 
建築物等の高さの最
高限度 

周辺環境及び景観との調和が図られるよう定める。 １．高さ制限は、周辺環境及び景観との調和が図られるよう定める。 
２．地区計画区域界から５０ｍ圏内に住居系用途地域、都市計画法第３４条第１１号、第１２号による区域指定地（住居系）及

び今後同区域指定の可能性のある土地がある場合は、その方向に対して以下の斜線制限を設けるものとする。 
（１）地区計画区域斜線  

建築物の各部分の高さは、地区計画区域境界線（地区計画区域が既存道路に接している場合は前面道路の反対側の境界
線）からの水平距離が２０ｍ以下の範囲内においては、当該部分から地区計画区域境界線までの水平距離に１．２５を乗
じて得たもの以下にしなければならない。 

（２）北側地区計画区域斜線 
  北側との関係についての建築物の各部分の高さは、当該部分から地区計画区域境界線（地区計画区域が既存道路に接して

いる場合は前面道路の反対側の境界線）までの真北方向の水平距離に０．６を乗じて得たものに１０ｍを加えて得たもの
以下にしなければならない。 

建築物等の形態又は
色彩その他の意匠の
制限 

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限は、周辺の環境及び景観との調和が図られるよう定める。 

建築物の緑化率の最
低限度 

敷地面積の２０％以上（緑地面積算定基準は栗東市景観計画に基づく）。 

垣又はさくの構造の
制限 

１．周辺の環境及び景観との調和が図られるように定めるものとする。 
２．地区計画区域内道路と地区計画区域外道路との交差部付近及び車両乗入口付近の構造はフェンス等で透視可能なものとすること（土塀、コンクリート塀又は板塀にしてはならない。） 

ただし、地盤面から天端高０．６ｍ以下の上記フェンスの基礎石（コンクリート、ブロック等）は、この限りでない。 

（別表）地区整備計画に定めることができる用途地区と各種制限基準 （ガイドライン ３．（３）イ）関係） 
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（様式第１号） 

 

栗東市企業立地推進計画に基づく計画整備型地区計画（案）の予備審査願 

 

令和  年  月  日  

 

栗東市長         様 

願出者 住所               

                       氏名               

                       電話               

 

 次の地区計画（案）について、予備審査を受けたく願い出ます。 

 

１．地区計画の

名称 
 

２．地区計画の

目的・概要 

 

 

 

 

３．地区計画区域の

給排水想定量 

上水道使用量 ：日最大      ㎥／日 

下水道排出量 ：日最大      ㎥／日 

４．地区計画区

域の位置 
栗東市 

５．地区計画区

域の面積 
実測面積 ㎡ 公簿面積 ㎡ 

６．地区計画区

域の適地要

件の確認 

都市計画マスター

プラン上の将来土

地利用方針 

将来市街地想定地区（地区名：     ）・ 

田園地域・森林地域・レクリエーションゾーン 

接続道路幅員 ｍ 
土砂災害 

特別警戒区域 
有・無 

保安林 有・無 
農業振興地域内

農用地区域 
有・無 

７．地区計画の

申出予定 
令和  年  月頃予定 

添付資料）位置図（１／２５００～１／５０００）、地区計画（案）、土地利用計画図 
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（様式第２号） 

 

予備審査結果通知等の地位承継届出書 

 

令和  年  月  日 

 

栗東市長      様 

 

承継人 住所               

                       氏名               

                       電話               

 

 栗東市企業立地推進計画に基づく計画整備型地区計画（案）の予備審査結果通知を受けた

予備審査願出者としての地位を承継しましたので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

通知書年月日 令和  年  月  日     第   号 

被承継人 

（予備審査願出者） 

住所 

 

氏名                      印 

 

承継の原因  

地区計画区域の位置 栗東市 

承継年月日 令和  年  月  日 
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まちづくり協議会等（地元組織） 栗   東   市 

※地元組織の立ち上げ段階においては、地

区計画案の構想者で可 

 

予備審査願の提出 地区計画案構想の審査 

通知の対応検討 

※大きな変更を伴う場合は、再度予備

審査願を提出 

 

関係機関予備協議 

※適宜、関係機関と確認協議を行う 

予備審査願に対する可否 

及び意見等通知 

地区計画案の申し出 

関係機関協議 

申し出に対する通知 

地区計画素案の作成及び提出 

 

都市計画決定の手続き 

関係課への通知 

①地区計画原案の作成  ②地区計画原案の説明会の開催 

③地区計画原案の縦覧  ④地区計画案の作成 

⑤地区計画案の縦覧   ⑥都市計画審議会 

⑦滋賀県との協議    ⑧都市計画決定 

○手続きの流れ（参考図） 

約
１
ヵ
月
半 

約
５
ヵ
月 

約
３
～
６
ヵ
月 

総合調整会議での審議 

地区計画案の審査 

関係課への意見照会 

総合調整会議での審議 

都市計画審議会等への意見聴取 

総合調整会議での審議 

通知に対する対応 
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栗東市企業立地推進計画に基づく 

計画整備型地区計画ガイドライン 

令和４年３月 策定 

令和７年４月 改定 

 

 

栗東市 都市整備部 企業立地推進課 

〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目 13番 33号 

TEL：077-553-1234（代表） 

FAX：077-554-1123（代表） 


